
 2024年5⽉15⽇ 
 各 位 

 会社名  株式会社リクルートホールディングス 
 代表者名  代表取締役社⻑ 兼 CEO  出⽊場 久征 

 (コード番号︓6098 東証プライム) 
 問合せ先  執⾏役員  荒井 淳⼀ 

 (電話番号 03-3511-6383) 

 HRテクノロジーSBUの従業員を主な対象とした株式交付制度の実施を⽬的とした 
 第三者割当による⾃⼰株式処分について 

 当社は、本⽇開催の取締役会において、HRテクノロジーSBU(戦略ビジネスユニット)の従業員を主な対 
 象とした株式交付制度の実施を⽬的として、第三者割当による⾃⼰株式の処分(以下「本⾃⼰株式処 
 分」)を⾏うことを決議しましたので、お知らせいたします。 

 処分要領 

 (1)処分期⽇  2024年5⽉30⽇ 

 (2)処分株式の種類および数  普通株式 20,000,000株 

 (3)処分価額  1株につき 7,000円  

 (4)処分総額  140,000,000,000円 

 (5)処分予定先  ⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社 
 (株式付与ESOP信託⼝) 

 (6)その他  本⾃⼰株式処分については、⾦融商品取引法による届出の効⼒発⽣を 
 条件といたします。 

 処分の⽬的及び理由 
 当社は、HRテクノロジーSBUの従業員を主な対象として、当該従業員の中⻑期的な企業価値増⼤への 
 貢献意識を⾼め、企業価値を最⼤化していくことを⽬的とする、当社の株式を⽤いた株式交付制度(以下 
 「本制度」)の導⼊を、2020年11⽉16⽇開催の取締役会で決定しています。本制度は、株式付与 
 Employee Stock Ownership Plan信託(以下「ESOP信託」)と称する仕組みを採⽤します。 

 本⾃⼰株式処分は、ESOP信託の導⼊に伴い、当社が三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社との間で締結する株 
 式付与ESOP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」と 
 いう。)の共同受託者である⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社(株式付与ESOP信託⼝)に対し、第 
 三者割当による⾃⼰株式の処分を⾏うものです。 

 処分株式数につきましては、信託期間の終了予定⽇である2027年5⽉末⽇までに当⾯必要となると⾒込 
 まれる株式数であり、発⾏済株式総数1,649,841,949株に対し1.21%(⼩数点第3位を四捨五⼊)です。 

 ESOP信託が当社株式を取得する時点で総議決権数が増加するため、既存株主の議決権数に希薄化が⽣ 
 じます。ただし、処分株式数20,000,000株は、2024年3⽉31⽇現在の総議決権個数15,992,625個に対し 
 1.25%(⼩数点第3位を四捨五⼊)であるため、処分株式数及び希薄化の規模による影響は軽微であると判 
 断しています。なお、ESOP信託は議決権を⾏使しません。 

 EPS算出に⽤いる株式総数については、ESOP信託が取得した時点で⾃⼰株式の株数に変化はありませ 
 んが、株式が従業員に交付された時点で⾃⼰株式数が減少するため、EPS算出に⽤いる株式総数が増加 
 し、EPSを希釈化する影響があります。ただし、処分株式数20,000,000株は、2024年3⽉31⽇現在の 
 EPS算出に⽤いる株式総数1,544,640,828株に対し1.29%(⼩数点第3位を四捨五⼊)であり、影響は軽微で 
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 あると判断しています。 

 なお、本制度の⽬的、内容、導⼊による影響については、2020年11⽉16⽇付「HRテクノロジーSBUの 
 従業員を主な対象とした当社株式を⽤いた株式交付制度の導⼊についてのお知らせ」をご参照くださ 
 い。また、当社は、本制度を継続的に実施することを現時点において想定しており、今後もESOP信託 
 による当社株式の取得を検討してまいります。取得株式数は当社の株価、対象従業員数といった複数の 
 要因によって変動し、取得の時期については、当社を取り巻く事業環境や市場の動向に鑑み、その都度 
 適切に判断します。信託による当社株式の取得の⽅法については、市場内取引による取得⼜は⾃⼰株式 
 の処分若しくは新株発⾏による⽅法がありますが、原則として⾃⼰株式の処分による⽅法を予定してい 
 ます。 

 本信託契約の内容 
 信託の種類  特定単独運⽤の⾦銭信託以外の⾦銭の信託(他益信託) 
 信託の⽬的  HRテクノロジーSBU等の従業員に対するインセンティブの付与 
 委託者  当社 

 受託者  三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社 
 (共同受託者 ⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社) 

 受益者  従業員のうち受益者要件を充⾜する者 
 信託管理⼈  専⾨実務家であって当社と利害関係のない第三者 

 信託契約⽇  2021年5⽉25⽇ 
 （2024年5⽉23⽇  付で変更予定) 

 信託の期間  2021年5⽉25⽇〜2027年5⽉末⽇(予定) 
 議決権⾏使  ⾏使しないものとします。 

 処分価額の算定根拠及びその具体的内容 
 処分価額につきましては、本⾃⼰株式処分に係る取締役会決議⽇の前営業⽇における株式会社東京証券 
 取引所(以下「東京証券取引所」)の当社株式の終値である7,000円(円未満切捨て)とします。取締役会決 
 議⽇の前営業⽇の当社株式の終値を採⽤することにしたのは、取締役会決議⽇直近の市場価格であり、 
 算定根拠として客観性が⾼く合理的であると考えたためです。 

 なお、当該処分価額につきましては、当社の監査役全員(4名、うち2名は社外監査役)が、特に有利な処 
 分価額には該当しない旨の意⾒を表明しています。 

 企業⾏動規範上の⼿続 
 本件の株式の希薄化率は25%未満であり、⽀配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有 
 価証券上場規程第432条に定める独⽴第三者からの意⾒⼊⼿及び株主の意思確認⼿続は要しません。 
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